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第１章 計画の策定に当たって 

1．計画策定の背景・目的 

（１）河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期） 

 高齢化社会、また、医療の高度化の進展による医療費の増大により、国民健康保険は厳しい財政

運営状況が続いています。２００８（平成２０）年度から、医療費の適正化に向け各医療保険者は、

医療費の大半を占める生活習慣病対策として特定健康診査・特定保健指導を実施していくこととさ

れ、河南町では２００８（平成２０）年４月に「河南町特定健康診査等実施計画」、２０１３（平成

２５）年３月に「河南町特定健康診査等実施計画（第 2 期）」を策定し、町国民健康保険被保険者を

対象に、特定健康診査・特定保健指導等の保健事業を実施してきました。 

 また、「日本再興戦略」【２０１３（平成２５）年６月１４日閣議決定】、「健康・医療戦略」【２０

１３（平成２５）年６月１４日関係大臣申し合わせ】を踏まえ、２０１４（平成２６）年４月「国

民健康保険法に基づく保健事業実施等に関する指針」が一部改正され、この指針により、全ての保

険者は、レセプト・健診情報等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業

計画として「データヘルス計画」を策定し、PDCA サイクル（Plan-Do-Check-Act サイクル）に

沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価を行うこととなりました。河南町においてもレ

セプトと健診データを基に医療費分析を実施し、その分析により明らかとなった課題を解決するた

めに、２０１５（平成２７）年３月に「河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）」【２０１６

（平成２８）年度～２０１７（平成２９）年度】を策定しました。今回はこの計画を第１期として

評価を行うとともに、２０１８（平成３０）年度～２０２３年度の６か年を第２期として、河南町

保健事業実施計画（データヘルス計画）の改定を行い、被保険者の健康増進、医療費の適正化を目

指し、PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を推進します。 

 

（２）河南町特定健康診査等実施計画（第３期） 

 わが国は国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、

世界でもトップレベルの平均寿命や保健医療水準を維持してきました。しかし、急速な少子高齢化

や経済成長の鈍化、生活環境の変化に直面しており、医療制度を持続可能なものにするために、そ

の構造改革が急務となっています。 

 このような状況に対応するため、健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸びの抑制にも資すること

から、生活習慣病を中心とした疾病予防が重要な取り組みとして求められるようになりました。２

００８（平成２０）年には、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者に４０歳か

ら７４歳を対象に内臓型死亡症候群（メタボリックシンドローム）に着目した健康診査（特定健康

診査）の実施、そして、その結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定

保健指導）が義務付けられました。（以下、特定健康診査及び特定保健指導を「特定健康診査等」と

いう。）さらに、これらの実施に当たり、特定健康診査等実施計画の策定が義務付けられました。河

南町国民健康保険では２００８（平成２０）年度から特定健康診査等を実施し、「河南町特定健康診

査等実施計画」【２００８（平成２０）年度～２０１２（平成２４）年度】、「河南町特定健康診査等

実施計画（第２期）」【２０１３（平成２５）年度～２０１７（平成２９）年度】を基に、町国民健
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康保険被保険者における生活習慣病有病者及びその予備群の減少に努めてきました。今後も引き続

き更なる健康の保持及び増進を図るため、「河南町特定健康診査等実施計画（第３期）」を策定しま

す。なお、従来、保健事業実施計画（データヘルス計画）と特定健康診査等実施計画は個々に策定

していましたが、双方とも健診データ及びレセプトデータを分析し、健康課題を明確にする手段が

同じであるため、今回は一体的に策定することとしました。 

 

２．計画の位置づけ 

 「河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）」は、「国民健康保険法に基づく保健事

業の実施等に関する指針」（※１）に基づき、河南町特定健康診査等実施計画（第３期）は「高齢者

の医療の確保に関する法律」第１９条第１項（※２）の規定に基づき、保険者として策定するもの

です。また、両計画は、「河南町第四次総合計画」を上位計画とし、「健康かなん２１（第二次計画）」、

「第７期河南町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」等の関連計画との整合性をはかりつつ、

実施していくこととします。 

 

図表１－１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令等

河南町第四次総合計画
豊かな自然と文化 ともに創る笑顔あふれる元気なまち

目標年次 ２０２０年

健康かなん２１（第二次計画）
「全ての住民が、いきいきと健康で長生きできる町の実現」

【２０１４（平成２６）年度～２０２３年度】

河南町保健事業実施計画

（データヘルス計画）（第２期）

河南町特定健康診査等実施計画（第３期）

【２０１８（平成３０）年度～２０２３年度】

第７期河南町高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業計画

【２０１８（平成３０）年度～２０２０年度】

国民健康保険法に基づく

保健事業の実施等に関する指針

（※１）

高齢者の医療の確保に関する法律

（第１９条第１項）

（※２）
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※１ 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 

 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価 

 保険者は、健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うため

の基盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活用し、PDCA サイクルに沿

った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画を策定した上で、保健事

業の実施及び評価を行うこと。 

 

※２ 高齢者の医療の確保に関する法律（第１９条第１項） 

 保険者は、特定健康診査等基本指針に則して、６年毎に、６年を１期として、特定健康診査等の

実施に関する計画を定めるものとする。 

 

３．計画の期間 

 本計画の期間は、２０１８（平成３０）年度～２０２３年度の６年間とします。また、策定後は、

法改正や国による指針の見直し、社会情勢等の変化等により、必要に応じて内容の見直しを行いま

す。 

 

図表１－２ 計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．実施体制 

 本計画の実施・検証・見直しについては、住民部保険年金課及び健康福祉部健康づくり推進課を

中心に行い、必要に応じ関係部署と連携して事業を推進します。また、策定した計画は、河南町国

民健康保険運営協議会に報告します。 

 

 

 

 

２０２２年度 ２０２３年度
２００８（平成２０）年度～
２０１２（平成２４）年度

２０１３（平成２５）年度～
２０１７（平成２９）年度

２０１８
（平成３０）

年度

２０１９
（平成３１）

年度
２０２０年度 ２０２１年度

河南町特定健康診査等

実施計画

河南町特定健康診査等

実施計画

（第２期）

河南町保健事業

実施計画
（データヘルス計画）

河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）・

河南町特定健康診査等実施計画（第３期）
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第２章 河南町の現状 

１．河南町の特性 

 （１）町勢 

河南町は、大阪府の南東部に位置し、大阪市の中心部から 25 ㎞圏にあります。町域は東西 6.7

㎞、南北 7.5 ㎞に広がり、周囲が 37.6 ㎞、面積は 25.26 ㎞２です。 

北は太子町、西は富田林市、南は千早赤阪村と境を接し、東は葛城山脈の稜線が奈良県の葛城

市、御所市に接しています。河南町の地形は、金剛・葛城山脈に連なる山地部とその前面に広が

る丘陵地、段丘地からなり、町域の 3 分の 1 の山地部が金剛生駒紀泉国定公園に指定されていま

す。古くから開けたこの地には、さまざまな古墳、遺跡、社寺等の文化財があり、また、１９６

４（昭和 39）年には大阪芸術大学が開学するなど、自然と歴史に恵まれた緑豊かな文化の町です。 

 

 （２）人口の推移 

  総人口は、１９７０（昭和４５）年から始まった「大宝住宅団地」や、１９９３（平成５）年

からの「さくら坂住宅団地」の入居等により増加し、２００５（平成１７）年１０月１日現在の

国勢調査結果では、１７，５４５人（図表２－１）でしたが、その後徐々に減少し、２０１７（平

成２９）年９月末現在では、１５，７４２人（河南町月末人口表（住民生活課））となっています。

また、６５歳以上の人口が総人口に占める割合を表した高齢化率は上昇傾向にあり、３０．６％

と全国平均２７．７％を上回っており、人口減少及び高齢化が進みつつあります（図表２－２）。 

   

 図表２－１ 河南町総人口の推移 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１９９０
（平成２）年

１９９５
（平成７）年

２０００
（平成１２）年

２００５
（平成１７）年

２０１７
（平成２９）年

15,742

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［単位：人］
　　　　　　　　　　　　　資料：国勢調査結果【１９９０（平成２）年～２０１５（平成２７）年】及び
　　　　　　　　　　　　　　　　河南町月末人口表（住民生活課）【２０１７（平成２９）年】
　　　　　　　　　　　　　　　　国勢調査結果は10月1日現在、河南町月末人口表は9月末日現在の値

14,588 15,913 17,341 17,545 17,040 16,126

２０１０
（平成２２）年

２０１５
（平成２７）年
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図表２－２ 年齢階級別の人口分布及び高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査主要統計（総務省） 

【２００５（平成 17）年・２０１０（平成 22）年・２０１５（平成 27）年人口】 

人口推計（総務省）【全国高齢化率】 

   河南町年齢別人口統計表（住民生活課）【２０１７（平成 2９）年の年齢別人口】 

  ◎２０１７（平成 2９）年の町高齢化率は年齢別人口統計表を基に計算しています。 

  ◎国勢調査の人口は各年１０月１日現在、河南町年齢別人口統計表の人口は９月末日現在の値です。 

  ◎年齢不詳者が存在するため、図表２－１の総人口数と図表２－２の合計数は一致しません。 

 

（３）平均寿命と健康寿命 

 大阪府が２０１３（平成 25）年 11 月に算出したデータ（※３）によると、河南町の平均寿命は、

男性 81.89 年、女性 86.71 年、健康寿命は男性 79.94 年、女性 83.19 年となっており、大阪府

の平均寿命（男性 79.06 年、女性 85.90 年）、健康寿命（男性 77.43 年、女性 82.26 年）を上

回っています。 

 平均寿命と健康寿命の差の平均（不健康な期間）をみると、男性 1.95 年、女性 3.52 年となっ

ています。 

 ※３ ２０１２（平成 24）年度厚生労働省科学研究補助金による「健康寿命における将来予想と生活習慣

病対策の費用対効果に関する研究」班により提供された「健康寿命の算定方法の指針」に基づき、大阪府

が２０１０（平成 22）年の人口データ等から算定したもの。ここでは、要介護状態区分における「要介

護 2～5 の認定者数」を「不健康者数」とし、「日常生活動作が自立している期間の平均」を健康寿命と

しています。 
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（４）河南町民の主たる死因とその割合 

  河南町における主たる死因は、男女とも多いものからがん、心臓病、肺炎の順になっています

（図表２－３）。また、標準化死亡比（全国 100 に対する年齢を考慮した死亡率の比）を見ると、

肺炎（男女とも）、がん（女性）が高い状況です（図表２－４）。 

  

図表２－３ 男女別の死因割合【２０１５（平成２７）年】  

        河南町（男性）             河南町（女性） 
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図表２－４ 男女別主要疾病標準化死亡比（全国 100 に対する年齢を考慮した死亡率の比）の推移 
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（５）医療施設の状況 

  河南町内には一般診療所が１０か所、歯科診療所が３か所あります。病院は町内にはありませ

んが、二次医療圏である南河内医療圏内（河南町、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、

藤井寺市、大阪狭山市、太子町、千早赤阪村）では３８か所あり、うち７か所が、隣接する富田

林市にあります。 

 

 図表２－５ 医療施設の状況【２０１６（平成２８）年１０月１日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊病院 ：病床数が 20 床以上の医療機関 

   診療所：入院できる施設がないか、病床数 19 床以下の医療機関 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病床数

病院 一般診療所

河南町 0 10 3 0

病院数
診療所数

一般 歯科

2,528

※４　松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子町、
　　   千早赤阪村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：厚生労働省医療施設調査

大阪府 523 8,387 5,553 107,005

0

           南河内
（河南町を含む二次
   医療圏　     ※４）

38 466 317 8,367 121
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（６）介護の状況 

 ２０１６（平成２８）年度の要介護認定率（第１号被保険者全体に占める要介護認定割合）は１

７．７％（図表２－６）と２０１５（平成２７）年度と比較すると増加に転じています。また、要

介護認定者数は年々増加し続けており、８３３人となっています。大阪府全体と比較すると、要介

護４を除き、認定割合は少なくなっています（図表２－７）。 

 

図表２－６ 要介護認定状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        資料：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

 

図表２－７ 第１号被保険者全体に占める各要介護度の認定割合【２０１６（平成２８）年度】 
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２．国民健康保険の現状 

 （１）国民健康保険被保険者の推移と年齢構成及び特性 

  国民健康保険被保険者数は、２００５（平成１７）年が５，１２８人であったのが、２０１７

（平成２９）年９月末現在において４，０２１人と年々減少を続けています（図表２－８）。逆に

高齢者割合（６５歳から７４歳までの国民健康保険被保険者の割合）は、２０１７（平成２９）

年３月現在４４．２％まで上昇しています。また、河南町の人口に占める国民健康保険被保険者

の割合も、会社員等の退職が原因による社会保険の離脱の影響により６５歳以上の割合が高くな

っています（図表２－９）。 

 

図表２－８ 年齢階級別の国保被保険者分布及び高齢者割合の推移 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府国民健康保険事業状況【２００５（平成１７）・２０１０（平成２２）・２０１５（平成２７）年】 

   事業月報報告【２０１７（平成２９）年】 
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図表２－９  河南町の性・年齢階級別人口分布及び国保被保険者分布【２０１７（平成 29）年 4

月 1 日現在】 
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 （２）医療費分析 

   ①費用区分別医療費及び医療費順位の主要疾患別医療費 

  医療費の推移では、２０１５（平成 27）年度は２０１４（平成 26）年度と比較して約 1 億１，

６００万円上昇しましたが、２０１６（平成 28）年度は約 1 億２，７００万円減少し、２０１

７（平成 29）年度ではさらに約３，７００万円減少しました。これは、２０１５（平成 27）年

度に高額な新薬（C 型肝炎等）の保険適用、２０１６（平成 28）年度に薬価引き下げが行われた

ことが影響しています（図表２－１０）。 

また、被保険者の２０１６（平成 28）年度の１人当たりの年間医療費は、大阪府の平均が３７

万６，３５１円であるのに対し、３４万９６４円と府内では３番目に低い値となっています（図

表２－１１）。 

年齢階級別の１人当たりの総医療費ですが、５０歳代以上から医療費が急激に増加しています。

また、全国や大阪府と比較すると、６０歳代の医療費が全国より高く、１０，２０歳代の医療費

が全国や大阪府に比べて若干高いものの、全体的には全国や大阪府より医療費が低い状態です（図

表２－１２）。 

２０１７（平成２９）年度の全医療費に占める割合が一番高い傷病名は、腎不全で、その後、

糖尿病、高血圧性疾患が続きます（図表２－１３）。 

生活習慣病関連では、２０１４（平成２６）年度、２０１７（平成２９）年度とも医療総レセ

プト点数の３割強を生活習慣病関連が占めており、その中の割合では、多い順から、がん、糖尿

病、高血圧症となっています。特にがんは、２０１４（平成２６）年度の２８％から２０１７（平

成２９）年度は４２％と大幅増となっており、がん検診などの受診で早期発見を促すなどの対策

が必要です（図表２－１４）。 

大阪府と比較すると、河南町は高血圧症や脂質異常症がやや高めとなっています。（図表２－１

４） 

 
図表２－１０ 河南町国民健康保険の医療費の推移（医科＋歯科計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
資料：KDB システム 市町村別データから算出 
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図表２－１１ 大阪府内市町村の 1 人あたり年間医療費の状況【２０１６（平成 28）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０１６（平成２８）年度大阪府国民健康保険事業状況 

 

図表２－１２ 年齢階級別の 1 人当たり総医療費の比較【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析から算出 
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図表２－１３ 全医療費に占める割合が上位の傷病名【２０１７（平成２９）年度】＊歯科除く 

順位 傷病名（※５） 全医療費に 

占 め る 割 合

（％） 

総医療費（円） 入院医療費（円） 入院外医療費（円） 

1 腎不全 6.6 77,760,800 11,939,300 65,821,500 

2 糖尿病 6.6 77,568,450 9,685,910 67,882,540 

3 高血圧性疾患 5.3 62,639,930 4,762,840 57,877,090 

4 その他の内分泌、 

栄養及び代謝障害 

（※６） 4.6 53,699,220 2,848,580 50,850,640 

5 その他の 

悪性新生物 

（※７） 3.6 42,829,820 24,952,970 17,876,850 

6 その他の 

消化器系の疾患 

（※８） 3.6 41,863,340 18,263,720 23,599,620 

7 統合失調症、統合

失調症型障害及び

妄想性障害 3.4 39,796,770 32,792,710 7,004,060 

8 その他の心疾患 

（※９） 3.3 38,940,010 23,705,490 15,234,520 

9 虚血性心疾患 3.1 36,469,320 25,801,880 10,667,440 

10 白血病 2.8 32,479,440 20,454,670 12,024,770 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析 

※５ KDB システム中分類傷病名により区分 

※６ 脂質異常症、痛風・高尿酸血症が含まれます。 

※７ 前立腺がん、膀胱がん、すい臓がん、卵巣腫瘍（悪性）、喉頭がん、食道がんなど 

    その他の悪性新生物の中では前立腺がんの割合が高く、医療費全体（歯科除く）の１％を 

占めます。 

※８ 逆流性食道炎、大腸ポリープなど 

  その他の消化器系の疾患の中では逆流性食道炎の割合が高く、医療費全体（歯科除く）の１％

を占めます。 

※９ 不整脈、心臓弁膜症など 

    その他の心疾患の中では不整脈の割合が高く、医療費全体（歯科除く）の２％を占めます。 
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図表２－１４ 河南町・大阪府の総レセプト点数に占める生活習慣病の割合と内訳 

【２０１４（平成２6）年度・２０１７（平成 2９）年度】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析 
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②性別・年齢階級別の主要疾患患者数 

 ａ．虚血性心疾患・脳血管疾患・人工透析 

 虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析は、生活習慣病が重症化することで引き起こされます。こ

れらの疾患の傾向や推移に着目することで、その前段階である高血圧、糖尿病、脂質異常症及び喫

煙習慣等に関連する生活習慣等の対策を強化する必要があるかが推察されます。 

 虚血性心疾患では７０～７４歳が全国や大阪府の平均を上回っています（図表２－１５）。心臓は

全身に血液を送り出すポンプの役割をしていますが、この心臓の筋肉に血液を送り込む冠動脈とい

う血管が動脈硬化等の原因で狭くなったり閉塞してしまうと、筋肉に血液が行き届かなくなってし

まい、狭心症や心筋梗塞等を発症します。これらの病気を総称し、虚血性心疾患と呼んでいます。 

 脳血管疾患では、５０歳代以下で全国や大阪府の平均より高くなっています（図表２－１６）。脳

血管疾患は、脳の血管が動脈硬化や高血圧、高血糖等の原因で閉塞したり、破裂したりすることで

脳細胞が破壊される病気の総称です。 

 人工透析では、１５～３９歳、４０歳代が全国や大阪府の平均より高く、６０歳代、７０～７４

歳が全国の平均より高くなっています（図表２－１７）。人工透析は、糖尿病や高血圧などが原因で

体内の老廃物や毒素を尿から排出させる腎臓の機能が低下したことにより、人工的に血液の浄化を

行う治療です。治療に要する医療費は、毎月３０～５０万円程度かかるうえ、完治が困難であり、

医療費増大の要因の一つとなっています。人工透析に至る前に病気の進行を食い止めることが課題

です。 

 

 

図表２－１５ 虚血性心疾患の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数 

【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析（中分類） 
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図表２－１６ 脳血管疾患の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数 

【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析（中分類） 

 

 

図表２－１７ 人工透析の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数 

【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析（細小 82 分類）  
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ｂ．高血圧性疾患・糖尿病・脂質異常症 

   高血圧性疾患は、３０歳代以下、５０歳代で全国や大阪府の平均を上回っています（図表２

－１８）。高血圧性疾患になると、心臓は強い圧力をかけて血液を送り出さなければならないた

め、心肥大を起こしたり、血管の負荷が高まるため、ダメージを受け、血管が硬くなったり、

血流が悪くなったり、さらには血管が破けたりします。 

   糖尿病は４０歳代以下で全国や大阪府の平均を、５０歳代で大阪府の平均を上回っています

（図表２－１９）。糖尿病では、血液中の血糖が多くなって動脈硬化が進んだり、体中の細い血

管の血流が阻害されるため、腎臓や目、神経などに影響を及ぼします。特に腎臓は適切な治療

を開始しなければ慢性腎不全となり、前述のとおり透析患者の増加につながるため、今後も増

加しないように保健事業を展開していく必要があります。 

   脂質異常症は４０歳代以上で全国や大阪府の平均より高くなっています（図表２－２０）。脂

質異常症になって、血液中に余分な脂質が多くなると、動脈硬化を起こしやすくなり、虚血性

心疾患や脳血管疾患のリスクが高くなります。 

   高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症は、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎機能低下の主要な原

因疾患であり、早期の治療が必要です。 

 

 

図表２－１８ 高血圧性疾患の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数 

【２０１６（平成２８）年度】 
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図表２－１９ 糖尿病の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 疾病別医療費分析（生活習慣病） 

 

 

図表２－２０ 脂質異常症の年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数 

【２０１６（平成２８）年度】 
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③ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用状況 

  ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用率は、２０１５（平成 27）年度から２０１７（平成２

９）年度にかけて、５１．６％から５９．４％と７．８％上昇しました。しかし、全国や大阪府

の平均と比較すると低く、利用率増加に向けて更なる取り組みが必要です。 

 

図表２－２１ ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用率の推移（数量ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省ホームページ（全国）・大阪府国保連合会独自集計（大阪府・河南町） 

 

④重複・頻回受診及び重複処方の状況 

 ２０１７（平成）２９年度の重複・頻回受診及び重複処方の状況は図表２－２２のとおりです。 

河南町では現在まで重複・頻回受診等の取り組みをほとんど行っていませんでしたが、高齢化社会

を迎え、今後医療費が増大していく可能性がある中、医療費の適正化のために、今後取り組んでい

く必要があります。 

 

図表２－２２ 重複・頻回受診及び重複処方の状況 
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（３）特定健康診査実施状況 

①特定健康診査受診の状況 

 生活習慣病は自覚症状が無いことが多く、症状が現れた時には病状が進行していることが少な

くありません。そうならないためにも、年に一度の健診受診で自らの健康状態を理解し、生活習

慣を振り返ることは非常に大切なことです。河南町では、早期より集団健診方式による住民健診

を実施しており、特定健康診査の受診率も全国や大阪府の平均より高い割合で推移しています（図

表２－２３）。特定健康診査の月別の受診率が６月に高いのも住民健診の実施による影響が大きい

と言えます（図表２－２４）。しかし、目標値の受診率６５％には程遠いうえ、２０１７（平成２

９）年度は受診率が減少していること（図表２－２３）、年齢が若くなるにつれ受診率が低くなっ

ていること（図表２－２５）を考慮すると、これからも引き続き特定健康診査の受診勧奨を実施

していく必要があります。 

 ３年累積特定健康診査受診率を大阪府と比較すると、累積受診率が高く（図表２－２６）、特定

健康診査は毎年受診するものと意識されている人が多いことが分かります。また、特定健康診査

受診状況と医療利用状況では、「健診なし・レセプトなし」（医療機関も特定健康診査も受診して

いない状態）、「健診なし・レセプトあり」（医療機関は受診しているが特定健康診査は受診してい

ない状態）とも大阪府平均より割合が低いです（図表２－２７）。しかし、３割弱の被保険者は医

療機関も特定健康診査も受診していない「健診なし・レセプトなし」の状態であり、新規対象者

への受診勧奨を推し進めていかなければなりません。 

  

図表２－２３ 特定健康診査受診率の推移 
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図表２－２４ 月別特定健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査等データ管理システム TKAC018 特定健康診査・特定保健指導進捗実績管理表 

 

 

 

図表２－２５ 性別・年齢階級別特定健康診査受診率の全国、大阪府との比較 

【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導 法定報告 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2013（H25）

2014（H26）

2015（H27）

2016（H28）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

男性 女性

河南町 大阪府 全国



23 

 

図表２－２６ 3 年累積特定健康診査受診率【２０１４（平成２６）～２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 被保険者管理台帳 

 

 

図表２－２７ 特定健康診査受診状況と医療利用状況【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国民健康保険中央会独自集計（KDB システムデータから） 
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②特定健康診査受診者における健康・生活習慣の状況 

ａ．高血圧 

 高血圧も初期には自覚症状が無いことが多く、放置すると、脳血管疾患や虚血性心疾患

を招きます。図表２－２８のとおり、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度と重度になるほど度数が上昇しま

すが、２０１６（平成２８）年度ではⅢ度高血圧に該当し、未治療である人が男性３人女

性１人、Ⅱ度高血圧に該当し、未治療である人が男性３人女性５人存在しており（図表２

－２９）、早期対策を働きかけていくことが重要です。 

 

図表２－２８ 高血圧の診断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高血圧治療ガイドライン２０１４（日本高血圧学会） 
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＜　１２０ｍｍＨｇ ＜　８０ｍｍＨｇ

１２０～１２９ｍｍＨｇ ８０～８４ｍｍＨｇ

１３０～１３９ｍｍＨｇ ８５～８９ｍｍＨｇ

Ⅲ度高血圧 ≧　１８０ｍｍＨｇ ≧　１１０ｍｍＨｇ

Ⅰ度高血圧 １４０～１５９ｍｍＨｇ ９０～９９ｍｍＨｇ

Ⅱ度高血圧 １６０～１７９ｍｍＨｇ １００～１０９ｍｍＨｇ
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図表２－2９ 治療状況別の高血圧重症度別該当者数【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 保健指導対象者一覧独自集計 
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ｂ．糖尿病 

 自覚症状がないからといって糖尿病を放置すると、神経障害や網膜症、腎症などの合併症を引き

起こします。「糖尿病治療ガイド２０１８－２０１９」では、早朝空腹時血糖値１２６ｍｇ／ｄL 以

上、７５ｇOGTT（傾向ブドウ糖負荷試験）で２時間値が２００ｍｇ／ｄL 以上、随時血糖値が２

００ｍｇ／ｄL 以上、HbA1ｃが６．５％以上のいずれかが確認された場合は糖尿病型の判定とし

ています。 

 治療状況別の糖尿病重症度別該当者数（図表２－３０）では、２０１６（平成２８）年度、HbA1

ｃが８．０％以上で未治療の人が、男性１人、女性１人、７．０％～７．９％で未治療の人が、男

性３人、女性４人となっており、未治療者の早期治療及び早期生活改善を促すことが重要です。 

 

図表２－３０ 治療状況別の糖尿病重症度別該当者数【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 保健指導対象者一覧 独自集計 

単位：人 

単位：人 
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ｃ．脂質異常症 

 脂質異常症とは中性脂肪や LDL コレステロール（いわゆる悪玉コレステロール）が基準より高い、

もしくは HDL コレステロール（いわゆる善玉コレステロール）が基準より低い状態のことです。放

置すると虚血性心疾患や脳血管疾患を引き起こします。 

 動脈硬化症疾患予防ガイドラインによると、高コレステロール血症は LDL コレステロール１４０

ｍｇ／ｄｌ以上と設定されています。 

 治療状況別の高 LDL コレステロール血症重症度別該当者数（図表２－３１）では、未治療の１８

０ｍｇ／ｄｌ以上が男性１４人、女性２５人、１６０～１７９ｍｇ／ｄｌで男性２８人、女性６７

人、１４０～１５９ｍｇ／ｄｌ以上が男性７７人、女性１０３人となっており、女性の割合が多く

なっています。 

 

図表２－３１ 治療状況別の高 LDL コレステロール血症重症度別該当者数 

【２０１６（平成２８）年度】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 保健指導対象者一覧 独自集計 

単位：人 

単位：人 
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ｄ．喫煙 

 喫煙は、肺や食道などのがんの他、COPD（慢性閉塞性肺疾患）（※１３）や虚血性心疾患、脳血

管疾患の原因となり、身体に様々な悪い影響を及ぼします。 

 ２０１６（平成２８）年度の性・年齢階級別喫煙率（図表２－３２）では、大阪府平均と比べ、

５０歳代男性の喫煙率が高くなっています。 

 身体への影響が広範囲であることから、喫煙率の如何に関わらず禁煙に向けた更なる取り組みが

必要といえます。 

 

※１３ COPD（慢性閉塞性肺疾患） 

 肺胞や末梢気道で慢性的な炎症を生じ、運動時などに息切れなどを起こす疾患です。炎症が生じ

ると、肺の中の空気を吐き出すことや息を吸い込むことが難しくなるため、呼吸困難を引き起こし

ます。炎症により破壊された組織等が元に戻ることはなく、重症の場合は酸素吸入器が必要となる

場合もあるため、早期発見・早期治療が重要です。原因のほとんどが喫煙といわれています。 

 

図表２－３２ 性・年齢階級別喫煙率【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導 法定報告 
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ｅ．肥満・メタボリックシンドローム 

 BMI（※１４）は全身の筋・骨・脂肪等を含む総合的な体重指標で、日本肥満学会では BMI 値２

５以上が肥満と定義しています。BMI 区分別該当者数（図表２－３３）から、３０．０以上が３２

人（男性１６人、女性１６人）、２５．０～２９．９が２７９人（男性１４６人、女性１３３人）と

なっています。 

 腹囲は男性８５ｃｍ以上、女性９０ｃｍ以上がメタボリックシンドロームを判定するときの一基

準となっています。腹囲区分該当者数（図表２－３４）から、男性で２５３人、女性で１２３人が

基準値以上となっており、男性で特定健康診査受診者数の４７．８％、女性で１８％が該当してい

ます。 

 メタボリックシンドローム該当者・予備群の出現率の推移（図表２－３５）では、２００８（平

成２０）年度と２０１６（平成２８）年度を比較すると、予備群出現率は約２．５％減少している

ものの、該当者出現率は４．６％上昇しています。 

 性・年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（図表２－３７）では、４０歳

代男女及び５０歳代男性で該当者よりも予備群の割合が上回っており、悪化を防ぎ、該当者の増加

に至らないようにする必要があります。 

 

※１４ BMI の計算式 BMI＝体重（ｋｇ）÷｛身長（ｍ）×身長（ｍ）｝ 

 

図表２－３３ BMI 区分別該当者数【２０１６（平成２８）年度】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 保健指導対象者一覧 独自集計 
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図表２－３４ 腹囲区分別該当者数【２０１６（平成２８）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB システム 保健指導対象者一覧 独自集計 

 

図表２－３５ メタボリックシンドローム該当者・予備群の出現率の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導 法定報告 

 

※１５ 該当・・・腹囲が男性８５ｃｍ・女性９０ｃｍ以上、かつ、①血中脂質②血圧③血糖のう

ち２項目以上に所見あり 

※１６ 予備群・・腹囲が男性８５ｃｍ・女性９０ｃｍ以上、かつ、①血中脂質②血圧③血糖のう

ち１項目以上に所見あり 
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図表２－３６ メタボリックシンドロームの診断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－３７ 性・年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 

【２０１６（平成２８）年度】 
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（４）特定保健指導実施状況 

①特定保健指導実施率 

  特定保健指導実施率（図表２－３８）は、２００９（平成２１）年度は当時の特定保健指導の

受託業者であった町内のフィットネス施設の利用券等をインセンティブとして活用したこともあ

り、２６．１％と高い値でしたが、その後は大阪府や全国と比較すると低い値にとどまっていま

す。 

  特定保健指導は２０１７（平成２９）年度より集団健診受診者全員に保健師や栄養士と面談を

行ったり、保健師等による訪問を行っています。また、健康づくり推進課・保険年金課共同での

文書による受診勧奨などを実施しており、特定保健指導の実施率の向上に今後も取り組んでいき

ます。 

 

図表２－３８ 特定保健指導実施率の推移 
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②特定保健指導による改善率 

 特定保健指導による改善率（昨年度の特定保健指導対象者のうち、特定保健指導の利用により今

年度の対象者ではなくなった割合）（図表２－３９）は年度によって大きな差異が有りますが、特定

保健指導利用者自体が少数のため、年度による単純比較は困難であると考えられます。まずは特定

保健指導利用者を増やし、毎年一定の割合で改善率をあげていくことが大切です。 

  

図表２－３９ 特定保健指導による改善率の推移 
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第３章 前計画の実績と取り組み 

１．前計画の実績 

  ２０１６（平成２８）年３月に策定した「保健事業実施計画（データヘルス計画）（第１期）」

及び２０１３（平成２５）年３月に策定した「特定健康診査等実施計画（第２期）」で掲げた目標

に対する実績は、次のとおりです。 

  ２０１４（平成２６）年度と２０１７（平成２９）年度を比較すると、特定健康診査受診率及

び特定保健指導実施率については上昇しているものの、２０１５（平成２７）年度をピークに減

少に転じており、目標であった受診率及び実施率６０％には程遠い状況でした。また、血圧高値

者の割合は、減少により３％以下の目標を達成できましたが、脂質異常症有病者、糖尿病有病者

の割合は目標値以下に達することができず、特に糖尿病有病者は増加しています。 

 

図表３－１ 前計画の目標に対する実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

※１７　収縮期血圧１６０mmHg以上または拡張期血圧１００mmHg以上の人
※１８　総コレステロール２００ｍｇ／ｄｌ以上（５０歳以上の女性は２２０ｍｇ／ｄｌ以上）で、服薬者を含みます。
　　　　なお、総コレステロールはFriedewald式（LDLコレステロール＝総コレステロール－HDLコレステロール－
　　　　トリグリセライド／５）で求めています。
※１９　空腹時血糖１１０ｍｇ／ｄｌ以上、随時血糖１４０ｍｇ／ｄｌ以上、HbA1c５．５％以上のいずれかに該当する人で、
　　　　服薬者を含みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：KDBシステム及び特定健康診査法定報告
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課題 成果指標
２０１４

（平成２６）年度

実績 ４２．０％

実績 ５１．３％

特定健康診査
受診者中の

糖尿病有病者
（※１９）

生活習慣病
重症化予防

実績 ５４．４％ 目標 ４０％以下 実績 ６３．１％

特定健康診査
受診者中の
脂質異常症

有病者（※１８）

実績 ５２．３％ 目標 ４０％以下

実績

２０１５
（平成２７）年度

実績 ４４．９％

実績 １１．６％

３．５％

実績 ５４．１％

実績 ５８．６％

２０１６
（平成２８）年度

実績 ４３．５％

実績 ６．７％

実績 ３．３％

実績 ４９．８％

実績 ６０．３％
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２．前計画の取り組み 

 （１）取り組み内容 

    前計画の目標達成のための取り組み結果は下記のとおりです。 

 

図表３－２ 前計画の取り組み内容及び実績（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

　

　　　①未受診者への勧奨ハガキ送付（A及びBでの取り組み）

実績

③特定健康診査の
周知・啓発

・集団健診、個別健診実施に関する情報を、広報や
　同封のチラシ、及び河南町ホームページに掲載
・河南町庁舎内等へのポスター掲示
・役場窓口でのパンフレット・チラシの配布
・がん検診等他の検査との同時実施や休日開催実施
　による受診機会の向上

取り組み内容 　　　②管内医療機関との連携（Aでの取り組み）

　　　③特定健康診査の周知・啓発（Bでの取り組み）

②管内医療機関との連携
医療機関受診時に特定健康診査受診の
呼びかけを依頼

①未受診者への
勧奨ハガキ送付

【２０１６（平成２８）年度】
１．送付対象　４４～６９歳の特定健康診査
　　未受診者世帯
２．送付数　　９８７世帯

【２０１７（平成２９）年度】
１．送付対象　４４～６９歳の特定健康診査
　　未受診者世帯
２．送付数　　９４７世帯

課題 特定健康診査受診率の向上

対策 特定健康診査未受診者対策

計画名
　　保健事業実施計画（データヘルス計画）（第１期）（以下Aとする）
　　特定健康診査等実施計画（第２期）（以下Bとする）
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図表３－３ 前計画の取り組み内容及び実績（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

④通知文郵送後の利用勧奨
訪問による利用勧奨及び健康相談を実施
【２０１６（平成２８）年度】　８４人
【２０１７（平成２９）年度】　８５人

実績

取り組み内容

　　　　　　　①特定健康診査会場での啓発（Aでの取り組み）

　　　　　　　②未利用者への案内状送付（Aでの取り組み）

①特定健康診査会場での
　啓発

【２０１６（平成２８）・２０１７（平成２９）年度】

集団健診会場で、受診者全員に対し啓発を行った

②未利用者への案内状送付
特定健康診査結果送付時に、該当者へ案内を送付
【２０１６（平成２８）年度】９２人
【２０１７（平成２９）年度】９３人

　　　　　　　④通知文郵送後の利用勧奨（Bでの取り組み）

　　　　　　　③管内医療機関との連携（A・Bでの取り組み）

③管内医療機関との連携
イエローカード（特定保健指導受診推奨の
カード）を配布

課題 特定保健指導実施率の向上

対策 特定保健指導未利用者対策

計画名
　　　保健事業実施計画（データヘルス計画）（第１期）（以下Aとする）
　　　特定健康診査等実施計画（第２期）（以下Bとする）



37 

 

図表３－４ 前計画の取り組み内容及び実績（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

実績

①集団健診受診結果で
判定された高血圧者に

対する訪問指導

【２０１６（平成２８）年度】
　１．指導対象者　特定保健指導該当者
　２．訪問指導者数　３８人
【２０１７（平成２９）年度】
　１．指導対象者　特定保健指導該当者
　２．訪問指導者数　３８人

②健康教室の実施

◯住民健診結果説明会
　各２回で、医師による生活習慣病予防についての
　講話や運動実習、
　個別相談を実施
　【２０１６（平成２８）年度参加者】　１０３人
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　　８７人

◯なるほどクッキング
　各３回で生活習慣病に関するテーマ別の
　調理実習を実施
　【２０１６（平成２８）年度参加者】　６１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のべ人数）
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　５４人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のべ人数）

◯ロコモ予防教室
　全２回で栄養についての講義や運動実習を実施
【２０１７（平成２９）年度より実施】
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　４６人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のべ人数）

◯ヘルシーサポート
　４０～６４歳までの住民が対象。講義や
　運動実習、調理実習を含めた全８回
　【２０１６（平成２８）年度参加者】　８７人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のべ人数）
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　７４人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（のべ人数）

◯かなんウォーキング
　住民対象。町内のコースをウォーキング
　【２０１６（平成２８）年度参加者】　１５人
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　２４人

◯かなん健康マイレージ
　健康事業に参加したり、自分で決めた健康目標に
　取り組んで、ポイントをため、参加賞を配布
　【２０１６（平成２８）年度参加者】　４５２人
　【２０１７（平成２９）年度参加者】　１３７人

⑥健診結果を活用した健康教育事業の検討（Bでの取り組み）

取り組み内容

①集団健診受診結果で判定された高血圧者に対する訪問指導（Aでの取り組み）

②健康教室の実施（Aでの取り組み）

⑦リスク高値者への医療機関への受診勧奨（Bでの取り組み）

③住民対象のイベントにおける啓発活動（A・Bでの取り組み）

④広報かなんへの啓発記事掲載（Aでの取り組み）

⑤禁煙チャレンジ（Aでの取り組み）

課題 生活習慣病重症化予防の取り組み

対策 血圧高値者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者の割合低減化対策

計画名
　　　　保健事業実施計画（データヘルス計画）（第１期）（以下Aとする）
　　　　特定健康診査等実施計画（第２期）（以下Bとする）
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（図表３－４の続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥健診結果を活用した
健康教育事業の検討

健康教室案内の通知

実績

【２０１６（平成２８）・２０１７（平成２９）年】

　４月号・・・特定健康診査（集団健診）の
　　　　　　　お知らせ
　５月号・・・特定健康診査（医療機関健診）の
　　　　　　　お知らせ
　６月号・・・特定健康診査受診券送付のお知らせ
　９・２月号・・・特定健康診査受診勧奨

特定保健指導受診勧奨訪問時等に同時勧奨
⑦リスク高値者への

医療機関への受診勧奨

特定健康診査受診勧奨事業の実施
【２０１６（平成２８）年度】
　・実施日時　２０１６（平成２８）年
　　　　　　　１１月２０日（日）
　＊町制施行６０周年記念事業フロアカーリング
　　大会時に実施
　・内容　フロアカーリング大会参加者を対象に
　　　　　健康チェックを実施。
　　　　　体脂肪測定や結果に基づき在宅保健師に
　　　　　よる説明及び健康相談を行う。
　・実施場所　河南町立総合体育館
　　　　　　　（ぷくぷくドーム）
　・参加者数　４７名

【２０１７（平成２９）年度】
　・実施日時　２０１７（平成２９）年
　　　　　　　１２月１０日（土）
　＊河南町人権を考える町民の集い開催時に実施
　・内容　人権を考える町民の集い参加者を対象に
　　　　　健康チェックを実施。
　　　　　体脂肪測定や結果に基づき在宅保健師に
　　　　　よる説明及び健康相談を行う。
　・実施場所　河南町立総合体育館
　　　　　　　（ぷくぷくドーム）
　・参加者数　３６名

⑤禁煙チャレンジ

個別の禁煙指導を通して禁煙することにより、
生活習慣病を予防し、健康を維持することを
目的とし、1か月以内に禁煙を希望している人が
対象。初回指導は面接で禁煙開始日を設定。
禁煙1週間前と後に電話で状況確認。その後
1か月毎に面接又は電話で状況確認。計6回
指導を実施。禁煙開始日から3か月で評価。

【２０１６（平成２８）年度参加者】　１名

③住民対象のイベントに
おける啓発活動

④広報かなんへの
啓発記事掲載
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（２）考察 

   前回の河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）（第 1 期）及び、河南町特定健康診査等

実施計画（第 2 期）では、上記のとおり様々な取り組みを行いましたが、取り組み後の評価及

びフォローアップが不足しており、活動の有効性を十分測ることができない点がありました。

次期取り組みについては、結果についての詳細な評価分析を行い、より大きな効果が得られる

よう事業を実施します。 

別組織との連携不足から十分な取り組みができなかったことも反省点です。生活習慣病重症

化予防の取り組みについては、健康づくり推進課のみではなく、介護予防事業との連携を一体

的に進めていく観点から、今後は高齢障がい福祉課との連携を強化していきます。 
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第４章 課題の明確化と施策体系図 

１．課題の明確化 

 第３章までの内容をまとめますと、河南町国民健康保険の課題及び取り組みの方向性は以下のとお

りです。 

 

課題 1 生活習慣病への対策強化 

（１）特定健康診査受診率は４２．２％【２０１７（平成２９）年度】、４０歳代、５０歳代の受診

率が低い。 

  ・特定健康診査対象者の３割弱は健診も医療機関も受診していない状態である。 

  ・重度であるにも関わらず、未治療の高血圧、糖尿病、脂質異常症該当者が存在する。 

  ・大阪府平均と比較し、５０歳代男性の喫煙率が高い。 

  ・特定健康診査受診者数の男性の約半数、女性の２割弱がメタボリックシンドロームの腹囲の

基準値を上回っている。 

  ・メタボリックシンドロームの該当者出現率が上昇している。 

（２）特定保健指導実施率が４．８％【２０１７（平成２９）年度】であり、全国や大阪府と比較

すると非常に低い。 

（３）総医療費の３割が生活習慣病である。 

・医療総レセプト点数の３割が生活習慣病関連であり、その中では多い順にがん、糖尿病、高

血圧症となっている。特にがんの割合が増加している。 

・人口減少及び高齢化が進んでいる。 

  ・国民健康保険被保険者の割合は６５歳以上が高い。 

・特定健康診査受診者の脂質異常症と糖尿病有病者の割合が目標の４０％よりも高い。 

  ・主たる死因は男女とも多い順にがん、心臓病、肺炎であり、全国と比較すると、肺炎（男女

とも）、がん（女性）の割合が高い。 

  ・要介護認定者数は年々増加し続けている。 

  ・１人当たりの総医療費は５０歳代以上から急激に増加している。 

  ・全医療費に占める割合が高い傷病名は、高いものから順に腎不全、糖尿病、高血圧性疾患で

ある。 

  ・虚血性心疾患のレセプト件数は７０～７４歳で全国や大阪府の平均を上回っている。 

  ・脳血管疾患のレセプト件数は５０歳代以下で全国や大阪府の平均を上回っている。 

  ・人工透析のレセプト件数は１５～３９歳、４０歳代で全国や大阪府の平均を上回っており、

６０歳代、７０～７４歳で全国の平均を上回っている。 

  ・高血圧性疾患のレセプト件数は３０歳代以下、５０歳代で全国や大阪府の平均を上回ってい

る。 

  ・糖尿病のレセプト件数は４０歳代以下で全国や大阪府の平均を、５０歳代で大阪府の平均を

上回っている。 

  ・脂質異常症のレセプト件数は４０歳代以上で全国や大阪府の平均を上回っている。 
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取り組みの方向性   特定健康診査受診率の向上 

            生活習慣病の発症・重症化予防 

 

課題２ 医療費適正化 

・ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用率は上昇しているものの、全国や大阪府の平均と比

較すると低い。 

・これまで重複・頻回受診、適正服薬への取り組みがほとんど行われていない。 

 

取り組みの方向性   後発医薬品の利用促進 

            重複・頻回受診者への対策 

            適正服薬の啓発  
 

２．施策体系と取り組み 

 第１項で上述のとおり、河南町国民健康保険の被保険者の健康状況を分析すると、生活習慣病の

該当者もしくは予備群の人が多いことが分かります。河南町第４次総合計画で掲げられている「豊

かな自然と文化 ともに創る笑顔あふれる元気なまち」、健康かなん２１で掲げられている「全ての

住民が、いきいきと健康で長生きできる町の実現」を目指すには、いかに生活習慣病を減らしてい

くかが鍵であるといえます。その中でもまず、自分が生活習慣病なのかを判断してもらううえで、

特定健康診査を受診することが大事ですし、さらに結果を踏まえて発症や重症化を防ぐ手立てを考

えていく必要があります。 

また、今後の更なる高齢化社会を迎えるにあたり、医療費の増加が予想される中、国民健康保険

の健全な事業運営を進めていくうえで、医療費の抑制や適正化は欠かすことができません。それに

は、多くの医療費が必要となる糖尿病性腎症の予防、安価な医薬品であるジェネリック医薬品（後

発医薬品）の利用促進、不必要な重複受診の見直しを進めていく必要があります。 

以上のことから図表４－２のとおり、「生活習慣病への対策強化」、「医療費適正化」の２点を大目

標とし、目標を達成するために、PDCA サイクル及び４つの評価観点（※２０）に基づき事業を計

画し、あわせて数値目標を設定することとします。 
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※２０ 図表４－１ PDCA サイクル及び４つの評価観点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

計画や目標値の設定

PDCAサイクル

Do

事業の実施

Action

次のサイクルに向けて

Check

分析に基づく

効果測定・評価

PDCA

サイクルの

展開

４つの評価観点

ストラクチャー プロセス アウトプット アウトカム
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・PDCA サイクル 

 Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の各英単語の頭文字をとったもの

で、この流れを循環的に繰り返し行うことです。業務改善のひとつの手法であり、保健事業実施

計画（データヘルス計画）はこの手法に基づき、効果的かつ効率的な保健事業を実施することが

明記されています。 

 

・４つの評価観点（ストラクチャー プロセス アウトプット アウトカム） 

 いわゆる一般的な「評価」の部分は「アウトカム」と呼ばれる部分ですが、「アウトカム」を導

き出すまでに長期間の分析が必要であったり、「アウトカム」部分のみでは問題点が明らかにでき

ず、改善策を見出だせないこともあるため、４つの評価観点を用いて評価を行います。 

 

＊ストラクチャー（構造） 

  ストラクチャー（構造）評価は、保健事業を実施するための仕組みや体制を評価するもので

す。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する職員の体制、保健指導の実施にかかる予

算、施設・設備の状況、他機関との連携体制などが挙げられます。 

＊プロセス（過程） 

 プロセス（過程）評価は、事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や活動状況を評価

するものです。 具体的な評価指標としては、保健事業の実施過程（情報収集、目標設定、指

導手段）などが挙げられます。 

＊アウトプット（事業実施量） 

 アウトプット（事業実施量）評価は、目的・目標の達成のために行われる事業の結果を評価

するものです。具体的な評価指標としては、健診受診率、保健指導の実施率などが挙げられま

す。 

＊アウトカム（結果） 

 アウトカム（結果）評価は、事業の目的・目標の達成度、また、成果の数値目標を評価する

ものです。具体的な評価指標としては、検査数値などの健診結果の変化、生活習慣病の有病者

の変化などが挙げられます。 

 

                 参考：厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 
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図表４－２ 施策体系と取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然と文化 ともに創る笑顔あふれる元気なまち（河南町第四次総合計画）

全ての住民が、いきいきと健康で長生きできる町の実現（健康かなん２１）

河南町国民健康保険事業の健全で安定した運営

目標１ 生活習慣病への対策強化

（２）生活習慣病の発症・重症化予防

（１）特定健康診査受診率の向上

目標２ 医療費適正化

①特定健康診査制度周知啓発の強化

②４０歳代、５０歳代の受診率向上

③新規受診者の掘り起こし

①特定保健指導実施率の向上

②がん検診受診率の向上

③血圧高値者・脂質異常症有病者・糖尿病

有病者の割合低減化への取り組み

①ジェネリック医薬品（後発医薬品）の

利用促進

②重複・頻回受診への対策

④生活習慣病発症・重症化防止のための禁煙の

取り組み

③適正服薬の啓発
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第５章 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期） 

 １．目標 

 第４章の施策体系と取り組みのとおり目標を定めます。 

 目標１ 生活習慣病への対策強化 

 （１）特定健康診査受診率の向上 

  特定健康診査受診率は、健康かなん２１と同様の６５％を目標値とします。 

 （２）生活習慣病の発症・重症化予防 

  特定保健指導実施率は、第１期保健事業実施計画で目標に達していないため、前回と同様の６

０％を目標値とします。 

  がん検診受診率は、健康かなん２１と同様の５０％とします。 

  集団健診受診者中の血圧高値者は、第１期保健事業実施計画で目標を達成できたため、より減

少を目指し、目標値を２％とします。 

  集団健診受診者中の脂質異常症有病者と糖尿病有病者の目標は、第１期保健事業実施計画で目

標に達していないため、前回と同様の４０％以下を目標値とします。 

  

目標２ 医療費適正化 

 ２０２３年度の医療費の目標については、２０１７（平成２９）年度と比較し、伸び率は０％

とします。 

 ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用率は、国の基準で「２０１８（平成３０）年度から

２０２０年度末までの間のできるだけ早い時期に８０％以上とする」と目標が定められているた

め、遅くとも２０２３年度までには８０％に達するよう目標を設定します。 

 重複・頻回受診の取り組みについては、２０１７（平成２９）年度の対象者（※２１）割合が

重複受診７．１５％、頻回受診０．１９２％であるため、２０２３年度の目標値を重複受診５％、

頻回受診０．１５％とします。 

 適正服薬の啓発については、２０１７（平成２９）年度の対象者（※２１）割合が０．６％で

あることから、２０２３年度の目標値を、０．４％とします。 

   

 ※２１ 対象者 

  重複受診・・・１か月に外来で３医療機関以上を受診している人 

  頻回受診・・・１か月に外来で１５日以上医療機関に受診している人 

  適正服薬の啓発・・・１か月に２医療機関以上で同じ薬剤等を処方されている人 
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図表５－１ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）目標 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

目標 ０．４％

※２２　収縮期血圧１６０mmHg以上または拡張期血圧１００mmHg以上の人
※２３　総コレステロール２００ｍｇ／ｄｌ以上（５０歳以上の女性は２２０ｍｇ／ｄｌ以上）で、
　　　　服薬者を含みます。
※２４　空腹時血糖１１０ｍｇ／ｄｌ以上、随時血糖１４０ｍｇ／ｄｌ以上、HbA1c５．５％以上の
　　　　いずれかに該当する人で、服薬者を含みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：KDBシステム及び特定健康診査法定報告

８０％以上

医療費伸び率

０％

【２０１７

（平成２９）年

度と比較】

重複・頻回受診
への対策

現状

重複

７．１５％

頻回

０．１９２％

目標

重複

５％

頻回

０．１５％

適正服薬の啓発 現状 ０．６％

特定健康診査
受診者中の

糖尿病有病者
（※２４）

実績 ６３．１％ 目標 ４０％以下

医療費適正化

ジェネリック医薬
品（後発医薬品）

の利用促進
実績 ５７．５％ 目標

特定健康診査
受診者中の
血圧高値者
（※２２）

実績 ２．４％ 目標 ２％以下

特定健康診査
受診者中の

脂質異常症有病者
（※２３）

実績 ５１．３％ 目標 ４０％以下

目標 ５０％

大腸がん ２９．１％

肺がん ２４．０％

乳がん ３３．７％

子宮頸がん ３３．４％

生活習慣病の
発症・重症化予防

特定保健指導
実施率

実績 ４．８％ 目標 ６０％

がん検診受診率 実績

胃がん ２２．１％

課題 成果指標 ２０１７（平成２９）年度 ２０２３年度

特定健康診査
受診率の向上

特定健康診査
受診率

実績 ４３．１％ 目標 ６５％
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２．具体的な取り組み 

 目標達成のため、下記のとおり具体的な取り組みを実施します。 

図表５－２ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

　

　

大目標 生活習慣病への対策強化

目的・概要

実施事業

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

取り組み内容

中目標 特定健康診査受診率の向上

　広報・HP・チラシ・
　ポスターによる
　啓発

・広報・HP→特定健康診査等に関する案内を掲載
・チラシ→特定健康診査等に関する案内を配布
・ポスター→医療機関等に配布し掲示依頼

　受診しやすい体制づくり
集団健診の休日開催
集団健診とがん検診の同時実施

特定健康診査の周知啓発の強化

特定健康診査の更なる周知を図り、未受診者には受診の啓発を、既受診者には
毎年受診を呼びかけ、生活習慣病を早期に発見し、被保険者の健康維持を目指す

　町イベントや各種事業に
　おける啓発

住民の参加が見込まれるイベント時に
特定健康診査受診勧奨事業を実施する

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか

②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

評価指標
目標

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（広報・HP・チラシ・ポスターによる啓発）
広報→年２回掲載
HP→体裁を整え、閲覧者に分かりやすい表示とする
チラシ→年１回全戸配布
ポスター→町内医療機関に配布し掲示依頼

（町イベントや各種事業における啓発）
イベント→保健事業や介護事業と連携し
　　　　　年１回実施

（受診しやすい体制づくり）
集団健診の休日開催及びがん検診との同時実施を
引き続き継続する

アウトカム評価（成果）

指標 特定健康診査の受診率→６５％

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか
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図表５－３ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

アウトカム評価（成果）

指標 特定健康診査の受診率→６５％

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか

②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

年１回実施（送付時期は１０月頃目処）
未受診者勧奨による特定健康診査受診割合
（送付者数中の受診者の割合）→１５％
＊平成２９年度の実績→１２％

目的・概要

４０歳代、５０歳代の特定健康診査受診率が低いことを踏まえ、当該年代の
未受診者に対し受診勧奨を行い、受診率の向上、生活習慣病への対策強化を
進める。併せて健康状態の把握ができていない可能性の高い複数年未受診者に
対し重点的に勧奨を行う

取り組み内容 受診勧奨ハガキの送付
４０歳代、５０歳代の特定健康診査未受診者、
および複数年未受診者に対し受診勧奨ハガキを
送付する

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 特定健康診査受診率の向上

実施事業 ４０歳代、５０歳代の受診率向上
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図表５－４ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

アウトカム評価（成果）

指標 特定健康診査の受診率→６５％

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか

②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標
説明用のチラシ作製
該当者全員に窓口で配布のうえ案内を行う

目的・概要
　　　国民健康保険に新規に加入する人に対し、特定健康診査度の周知を図り、
　　　受診率向上に努める

取り組み内容 窓口での啓発

国民健康保険加入手続時、４０歳以上の被保険者で
ある場合、特定健康診査（各年度４月２日以降
新規加入の場合は町独自の補助による）と
人間ドック補助（国保資格取得後１年後より
補助あり）について説明を行う

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 特定健康診査受診率の向上

実施事業 新規受診者の掘り起こし
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図表５－５ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

　

　

　

　

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか

②実施手順を明確化し、関係部署や外部協力者と
　共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（特定健康診査と初回面接の同時実施）
初回面接→集団健診受診者全員に実施

（面接による集団健診結果報告実施）
特定保健指導受診勧奨→対象者全員に実施

（関係部署連携による共同勧奨）
勧奨方法→原則月１回特定健康診査システム等で
　　　　　内容を確認し実施（医療機関受診）
勧奨者の利用率→６０％

（医師からの特定保健指導の利用勧奨）
イエローカード配布医療機関→河南町の医療機関に
　　　　　　　　　　　　　　依頼

（保健福祉センターの運動施設を利用した
　特定保健指導の実施）
　継続実施

アウトカム評価（成果）

指標 特定保健指導の実施率→６０％

目的・概要
特定保健指導実施率が全国や大阪府と比較すると非常に低いことを
鑑み、積極的に利用勧奨を行い、被保険者の生活習慣病の発症・重症化
予防につなげる

特定健康診査と初回面接の
同時実施

集団健診時、保健師・栄養士等による面接を
同時に行う

関係部署連携による
共同勧奨

集団健診受診者の特定保健指導のみだけでなく、
医療機関での特定健康診査受診者に対する
勧奨を、関係部署同士連携し、積極的に実施する

取り組み内容

保健福祉センターの
運動施設を利用した
特定保健指導の実施

保健福祉センターの運動施設を利用し特定保健
指導を行う

面接による集団健診
結果報告実施

集団健診結果を原則手渡しとし、
その場で結果説明と特定保健指導の利用勧奨を
行う

医師からの特定保健指導の
利用勧奨

医師よりイエローカード
（特定保健指導受診推奨のカード）の配布を行い、
利用促進を図る

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 生活習慣病の発症・重症化予防

実施事業 特定保健指導実施率の向上
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図表５－６ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

アウトカム評価（成果）

指標 がん検診の受診率→５０％

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか

②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（集団健診との同時実施）
がん検診の内容・・・肺がん・胃がん・大腸がん
　　　　　　　　　　乳がん・子宮頸がん
引き続き上記の検診について集団健診と同時実施

（乳がん検診受診可能医療機関の契約数増加）
現状５か所より増加

目的・概要
　　　生活習慣病の中でがんの割合が増加していることを踏まえ
　　　がん検診受診率を向上させ、がんの早期発見に努める

乳がん検診受診可能
医療機関の契約数増加

医療機関における乳がん検診の受診機会を増やし
受診率の向上につなげる

集団健診との同時実施
効率的に健診を受診できるよう、集団健診と
同時に実施する

取り組み内容

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 生活習慣病の発症・重症化予防

実施事業 がん検診受診率の向上
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図表５－７ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年齢別人口統計表（住民生活課）　［単位：人］

指標

（特定健康診査等の結果）
特定健康診査受診者中の血圧高値者の割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　→２％以下
特定健康診査受診者中の脂質異常症有病者の割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　→４０％以下
特定健康診査受診者中の糖尿病有病者の割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　→４０％以下

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか
②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（非肥満血圧高値者・血糖高値者への医療機関
　受診勧奨）
特定保健指導対象外者のうち
血圧高値者→収縮期血圧１６０ｍｍＨｇ以上または
　　　　　　拡張期血圧１００ｍｍＨｇ以上
血糖高値者→HbA1c６．５％以上で未治療者
特定保健指導と同様にアプローチを行い、
また、医師会との連携を模索し、コントロール
不良者や治療中断者等、医療機関受診が
望ましい場合は病院への受診勧奨を行う

（健康教室の実施）
◯住民健診結果説明会→年２回
◯なるほどクッキング→年１回（全３回制）
◯ロコモ予防教室→１回（全２回制）
◯ヘルシーサポート→１回（全８回制）
◯かなんウォーキング→年１回
◯かなん健康マイレージ→継続実施

（糖尿病性腎症防止への取り組み）
特定健康診査受診者のうち、空腹時血糖126mg／dl
以上またはHbA1c6.5％以上で、糖尿病や腎不全の
治療を行っていない人に対し指導を行う

勧奨方法→集団健診結果送付時に対象者に
　　　　　勧奨案内を送付（集団健診受診）
　　　　　原則月１回特定健康診査システム等で
　　　　　内容を確認し実施（医療機関受診）

目的・概要
医療費の割合が高い高血圧・脂質異常症・糖尿病の有病者の割合を低減化し
医療費の抑制及び被保険者の健康維持に努める

非肥満血圧高値者・
血糖高値者への

医療機関受診勧奨

特定健康診査結果送付時に対象被保険者に
医療機関への受診勧奨等を実施する

アウトカム評価（成果）

健康教室の実施

医師・保健師・栄養士等による講義や実習を
通じて、被保険者の生活習慣の振り返り及び
見直しを行い、生活習慣病の予防、悪化防止に
努める

取り組み内容

糖尿病性腎症防止への
取り組み

糖尿病が重症化するリスクが高い未受診者に対し
受診勧奨や保健指導を行い、腎不全、人工透析
治療への移行を防ぐ

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 生活習慣病の発症・重症化予防

実施事業 血圧高値者・脂質異常症有病者・糖尿病有病者の割合低減化への取り組み
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図表５－８ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禁煙の啓発 保健事業実施時に啓発を行う

取り組み内容

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか
②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
性・年齢階級別喫煙率の減少
【２０１６（平成２８）年度と比較】

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（禁煙チャレンジ）
　参加目標→５名
（禁煙の啓発）
集団健診での健診ブースや健康相談の場での啓発
及び乳幼児健診時の保護者へのパンフレット
配布等の啓発

アウトカム評価（成果）

目的・概要
　　身体に多大なる影響を及ぼす喫煙を防止することで、生活習慣病の
　　発症・重症化を防ぎ、被保険者の健康をサポートする

禁煙チャレンジ

広報・ホームページ、集団健診や河南町での
イベント開催時に禁煙の啓発及び事業周知を行い、
禁煙希望者に面談及び電話等でサポート及び
状況確認を行う

大目標 生活習慣病への対策強化

中目標 生活習慣病の発症・重症化予防

実施事業 生活習慣病発症・重症化防止のための禁煙の取り組み
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図表５－９ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者にジェネリック医薬品（後発医薬品）
希望カードを配布する

他事業との連携による
啓発

介護予防事業（１００歳体操等）で
ジェネリック医薬品（後発医薬品）啓発グッズを
配布し、周知に努める

大目標 医療費適正化

中目標 ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進

実施事業 ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進

目的・概要          後発医薬品の使用率を高めるよう啓発に努める

差額通知の発送 後発医薬品の差額通知を発送する

取り組み内容
ジェネリック医薬品

（後発医薬品）
希望カードの配布

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を適切に設定したか
②実施手順を明確化しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）利用率→８０％
医療費の伸び→０％
【２０１７（平成２９）年度と比較】

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

差額通知の発送→年４回
希望カードの配布→保険証更新時及び
　　　　　　　　　国民健康保険加入手続き時に
　　　　　　　　　配布
１００歳体操時に啓発グッズ配布

アウトカム評価（成果）
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図表５－１０ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・概要 　　不必要な重複・頻回受診を抑制し、医療費の抑制に努める

重複・頻回受診者への指導 重複受診者、頻回受診者に健康相談等で指導を行う

大目標 医療費適正化

中目標 重複・頻回受診への対策

実施事業 重複・頻回受診への対策

介護予防事業
実施時における

重複受診者への啓発

介護予防事業（１００歳体操等）実施時に
不必要な重複受診防止の啓発グッズや
パンフレットを配布する

取り組み内容

アウトカム評価（成果）

指標
医療費の伸び→０％【２０１７（平成２９）年度と比較】

重複受診割合→５％　頻回受診割合→０．１５％

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか
②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（重複・頻回受診者への指導）
１か月に外来で３医療機関以上受診している人を
重複受診対象者、１か月に外来で１５日以上
医療機関に受診している人を頻回受診対象者と
定め、レセプト確認等で指導対象者を絞り込み、
訪問にて指導を行う
指導対象者→１００％実施
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図表５－１１ 保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の取り組み（その１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大目標 医療費適正化

中目標 適正服薬の啓発

実施事業 適正服薬の啓発

目的・概要 　　不必要な重複処方を抑制し、医療費の抑制に努める

取り組み内容

適正服薬の指導 適正服薬の啓発対象者に対し指導を行う

介護予防事業
実施時における
適正服薬の啓発

介護予防事業（１００歳体操等）実施時に
適正服薬啓発グッズを配布する

アウトカム評価（成果）

指標
医療費の伸び→０％【２０１７（平成２９）年度と比較】

適正服薬啓発対象者割合→０．４％

評価指標
目標

ストラクチャー評価（事業を実施するための仕組みや体制）

指標
①事業計画等を関係部署等と連携し適切に設定したか
②実施手順を明確化し、関係部署と共有しているか

プロセス評価（目的・目標達成に向けた手順や活動状況）

指標
①事業を進捗管理し、計画どおり実施したか
②事業の実施時期、内容等が適切であったか

アウトプット評価（実施事業量）

指標

（適正服薬の指導）
１か月に２医療機関以上で同じ薬剤を処方
されている人を適正服薬の啓発対象者と定め、
レセプト確認等で指導対象者を絞り込み、
訪問にて指導を行う
指導対象者→１００％実施
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第 6 章 特定健康診査等実施計画（第 3 期） 

１．目標 

 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の第２期の目標が未達であり、データヘルス計画（第

２期）でも目標値をそれぞれ６５％、６０％と定めることから、特定健康診査等実施計画において

も、２０２３年度の目標値をそれぞれ６５％、６０％とします。また、２０２３年度に到達するま

での目標として、下記のとおり年度別に目標を定めることとします。 

 

図表６－１ 第３期計画期間における年度別目標値 

 

 

 

 

 

 

図表６－２ 特定健康診査実施の見込数と目標受診率（推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６－３ 特定保健指導実施の見込数と目標実施率（推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分
２０１８

（平成３０）年度

２０１９

（平成３１）年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度

５０．０％ ６０．０％特定保健指導実施率 ２０．０％ ２４．８％ ２９．４％ ３９．４％

２０２３年度

６１．０％ ６５．０％特定健康診査受診率 ４５．０％ ４９．０％ ５３．０％ ５７．０％

２０１９

（平成３１）年度 ２０２０年度 ２０２１年度

６１．０％ ６５．０％

受診者数（人） １，３５０ １，４０９ １，４５７ １，４９６ １，５２４ １，５４３

目標受診率 ４５．０％ ４９．０％ ５３．０％ ５７．０％

＊目標受診率の小数第２位以下は四捨五入

２０２２年度 ２０２３年度

対象者数（人） ３，０００ ２，８７５ ２，７４９ ２，６２４ ２，４９８ ２，３７３

区分
２０１８

（平成３０）年度

区分
２０１８

（平成３０）年度

２０１９

（平成３１）年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

７．２７％ ７．０２％

１１０ １１０ １０５ １０５ １００ １００

動機付け支援
（推計発生率）

８．１５％ ８．１５％ ７．６４％ ７．６４％

積極的支援
（推計発生率）

２．９６％ ２．８９％ ２．７６％ ２．６９％

５１ ６１

対象者数（人）

実施者数（人） ２５ ２８ ３１ ４１

２０

対象者見込数（人） １５０ １４９ １４３ １４２ １３６ １３５

２．６２％ ２．４６％

対象者数（人） ４０ ３９ ３８ ３７ ３６ ３５

実施者数（人） ５ ９ １１ １５ １７

＊推計発生率の小数第３位以下及び目標実施率の小数第２位以下は四捨五入

６８ ８１

目標実施率 ２０．０％ ２４．８％ ２９．４％ ３９．４％ ５０．０％ ６０．０％

実施者見込数（人） ３０ ３７ ４２ ５６
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２．特定健康診査・特定保健指導の実施計画・実施方法 

（１）特定健康診査の実施計画・実施方法 

 ◯実施対象者  

  河南町国民健康保険被保険者のうち、実施年度中に４０歳になる人から７５歳未満の人。 

  

 ◯実施形態 

  特定健康診査実施機関で行うこととし、大阪府医師会との委託契約により実施します。集団健

診は単価契約とします。 

 

 ◯実施場所 

  個別健診は大阪府内の受託された医療機関で実施します。集団健診は保健福祉センター（かな

んぴあ）で行います。 

  

 ◯実施期間 

  【集団健診】 当該年度５～７月の間に行います（詳細は別途広報等でお知らせします。）。 

  【個別健診】 当該年度５月から翌年３月末まで 

 

 ◯周知・案内方法 

  広報やホームページ、チラシなどにより広く周知します。 

 

◯受診方法 

  特定健康診査の対象者に受診券を送付し、受診にあたっては被保険者証と受診券を提示するこ

とにより行うこととします（年度途中で被保険者の資格を喪失した場合はその時点で受診券は無

効となります。）。 

 

 ◯実施項目 

  次の項目（図表６－４）とします（追加健診項目については町独自の内容）。 

 

図表６－４ 検診実施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊基本的な健診項目は、全て対象者が受診しなければならない項目
＊詳細な健診項目は、対象者のうち医師の判断により受診しなければならない項目
＊追加健診項目は、基本的な健診項目と同時実施する町独自の健診項目
（富田林医師会管内特定健診実施医療機関での受診に限ります。）

基本的な健診項目
既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、

身長・体重及び腹囲・BMI・血圧の測定、
肝機能・血中脂質・血糖・尿・腎機能検査

貧血・心電図・眼底検査

追加健診項目

詳細な健診項目

血液検査（総コレステロール・血清アルブミン・白血球）
尿検査（潜血）
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（２）特定保健指導の実施計画・実施方法 

 ◯特定保健指導の案内方法 

特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となる人には通知書を送付します。 

 

◯特定保健指導の実施期間 

 健診の結果に基づき、初回面接日を起点とした３か月間とします。 

 

◯自己負担 

 無料とします。 

 

◯特定保健指導対象者の抽出方法 

特定保健指導の対象者の選定は以下のとおりです。 

図表６－５ 特定保健指導対象者選定基準 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

動機付け支援
２つ該当

１つ該当

上記以外で
BMI２５以上

あり

なし

－

積極的支援

動機付け支援

３つ該当 －
積極的支援

腹囲

①血糖：空腹血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上またはHbA1cが５．６以上
②脂質：中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上またはHDLコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満
③血圧：１３０／８５mmHg以上（収縮期・拡張期のいずれか）
④喫煙歴：６か月以上吸っている人で最近１か月間も吸っている人
＊糖尿病、高血圧または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人は除きます。
＊２年連続して積極的支援に該当した場合、１年目に比べて２年目の状態が改善していれば
　２年目の特定保健指導は、動機付け支援とします（３年連続は積極的支援）。

①血糖 ②脂質 ③血圧

追加リスク

④喫煙歴

対象（年度末年齢）

４０～６４歳 ６５～７４歳

男性８５ｃｍ以上
女性９０ｃｍ以上

２つ以上該当

１つ該当

－

あり

なし
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◯特定保健指導の実施方法 

  実施方法の流れは図表６－６のとおりです。 

 

 ◯初回面接（目標設定・行動計画） 

  集団健診受診者については、健診当日の腹囲、体重、血圧、質問票の結果等から、対象者に健

康相談コーナー担当の保健師・管理栄養士が面接し、生活習慣改善の必要性の説明と栄養・運動

等の指導を行い保健指導（行動目標）に着手します。さらに、健診結果から特定保健指導の対象

者となった場合は、後日の集団健診結果説明会もしくは電話等で最終的には行動計画を作成しま

す。 

  個別健診受診者については、特定保健指導対象者に通知書を送付し、電話または面接にて行動

目標、行動計画を作成します。 

  また、通知書を送付したものの保健指導を受けていない対象者に対しては、保健師と栄養士が

訪問または電話で利用勧奨を行うとともに、初回面接を行います。 

 

 ◯評価 

  動機付け支援対象者については初回面接から３か月後に電話または面接にて確認します。積極

的支援対象者については、１か月後、２か月後に面接、３か月後に電話または面接で最終確認を

行います。 
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図表６－６ 特定健康診査・特定保健指導の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的支援

集団健診（かなんぴあ）

４０歳から７４歳までの被保険者に受診券を送付

協力医療機関

特定健康診査の実施

初回面接（目標設定）（＊）

結果の通知

特定保健指導対象者の選定

動機付け支援

特定保健指導の実施

対象者への特定保健

指導利用勧奨

初回面接（目標設定・行動計画）
（＊）集団健診時に目標設定を行っている場合は行動計画のみ

１か月後面接

２か月後面接

３か月後 電話または面接で確認
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（３）受診率・実施率向上のための取り組み 

 河南町保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の中目標「特定健康診査受診率の向上」、

実施事業「特定保健指導実施率の向上」のとおり、広報・ホームページでの特定健康診査の周知・

啓発、チラシの配布、未受診者への勧奨ハガキの送付、医療機関との連携、特定保健指導利用勧奨

の案内に努めるものとします。 

 

第７章 計画の公表・周知 

町のホームページの掲載により被保険者に公表するとともに、概要版を作成し配布等で周知を図

ります。 

 

第８章 個人情報の取り扱い 

 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び

同法に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「健

康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等や、「大阪府個人情報保護

条例」「河南町個人情報保護条例」の規定に基づき、個人情報を適切に取り扱います。 

 保健事業を外部委託する際には、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止等を契約書に定め

ます。 
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